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平成24年(行ウ)第 117号発電所運転停止命令請求事件

原告 134名

被告国

証拠 説 明 書 (6 ) 

平成 26年 6月4日

大阪地方裁判所第 2民事部合議2係御中

被告訴訟代理人 竹野下喜彦

被告指定代理人 伊藤清隆

山本 剛

北 演基紀

中野恭介

安部 勝

大橋広志

堀田喜公衣

小西弘樹

赤尾信幸

吉田隆
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鶴 園 孝 夫

武 田 龍 夫

泉 雄大

依田圭司

堀口 晋

松 原 崇 弘

青山大介

新垣琢麿

銀持尚太

市村知也

布 団 洋 史

津田智宏

大野佳史

小林 勝

渡遺桂

桐原大輔
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略語は準備書面の例による。

号証 標 自 原 作成 立証趣旨

(作成者等) . 年月日

写

乙第44号証 「実用発電用原子炉及び 写 H25.6.19 設置許可基準規則の解釈の

その附属施設の位置，構 内容

造及び設備の基準に関す

る規則の解釈Jの制定に

ついて

(原規技発第1306193号)

(原子力規制委員会)

乙第45号証 敷地内及び敷地周辺の地 写 H25.6.19 地質審査ガイドの内容

質・地質構造調交に係る

審査ガイド、の制定につい

て

(原管地発第13061]J1号)

(原子力規制委員会)

乙第46号証 「実用発電用原子炉及び 写 H25.6.19 技術基準規則の解釈の内容

そのF付属施設の技術基準

に関する規郎の解釈j の

制定について

(原規技発第1306194号)

(原子力規制委員会)

乙第47号証 耐震設計に係る工認審査 写 日25.6.19 耐震設計工認審査ガイドの

ガイドの制定について 内容

(原管地発第1306195号)

(原子力規制委員会)

乙第48号証 大飯発電所敷地内破砕帯 写 H26.2.12 大飯破砕帯有識者会合が，

の評価について(概要) F-6破砕帯について，

(原子力規制庁) f将来活動する可能性のあ

ηtυ 



る断層等Jには該当しない

と判断した評価書の内容

乙第49号証 関西電力株式会社大飯 写 H26.2.12 向上

発電所の敷地内破砕帯の

評価について

(原子力規制委員会大

飯発電所敷地内破砕帯の

調査に関する有識者会

合)

乙第50号証 平成25年度原子力規制委 写 日26.2.12 原子力規制委員会が， F-

員会第42回会議議事録 6破砕帯について， 「将来

(原子力規制委員会) 活動する可能性のある断層

等j に該当しないとする大

飯破砕帯有識者会合の評価

を了承しているこ左。
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